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プラスチック製品製造業 

 
事例38 

 
 

研修内容をそのまま現場に持ち帰り､ 

現場で考えて行動する 
 
 

架空災害の想定や一人ひとりが毎日行う安全宣言と反省など、きめ細かな安全教育を実施。2012

年には「平成24年度 安全衛生に係る優良事業場、団体または功労者に対する厚生労働大臣表

彰」の「優良賞」も受賞。 

 

帝人デュポンフィルム株式会社岐阜事業所・岐阜県 
 

 
 

帝人時代も含め、長年にわたる安全管理 
 

 日本の近代化を牽引した重要な産業の１つに繊維産業があった。やがて天然の絹に似た

肌触りや光沢の繊維が化学的につくられるようになる。いまではレーヨンと呼ばれている

が、かつては人造絹糸といわれていた。1918年（大正７年）に帝国人造絹絲株式会社が設

立された。これが現在の帝人である。化学繊維メーカーから出発した帝人は合成繊維メー

カーへと発展していく。その後、繊維関係で培った技術を応用しながら時代の変遷に伴い、

事業の多角化を進め、現在は高機能繊維・複合材料、ヘルスケア、電子材料・化成品、製

品、ＩＴなどの事業をグローバルに展開している。 

 1971年（昭和46年）に帝人のポリエステル・フィルムの製造工場が岐阜県安八町で操業

を開始する。そして2000年（平成12年）にデュポン社との合弁によって帝人デュポンフィ

ルム株式会社が設立されると同時に、ポリエステル・フィルム事業が分社化し、岐阜工場

も同社の岐阜事業所となった。 

 帝人デュポンフィルム株式会社岐阜事業所の会社としての歴史は新しいが、帝人の事業

部であった時代も含めれば、40年以上の歴史を誇る。安全衛生に関する取り組みにもさま

ざまなノウハウを蓄積している。 

 
 

最大で１人延べ30日間の安全教育を実施 
 

 工場を稼働させるには労働安全衛生法などの関係でさまざまな資格が必要になる。同社
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では安全、衛生、環境に関する83種の資格を社員が取得をしている。延べ人数にすると1,700

人以上が有資格者であり、これを岐阜事業所の人数で割ると、１人当たり平均で４件以上

の資格を取得していることになる。これ等の資格を１種、２種等に分ければさらに膨大な

数になる。 

 一般職、総合職、従事者、取扱者、担当者、管理・監督者を対象に、15の安全衛生関連

講習が社内で行われている。消火活動に関する訓練、地震避難訓練、交通安全講習会とい

ったことから低圧電気取扱従事者教育、現場プロ教育、メンタルヘルス教育、帝人テクノ

カレッジなど、その内容は幅広い。外部講師を招いての講習もあるが、現場プロ教育、安

全衛生担当者教育など、多くは社内の有資格者や専門的知識を持っている社員が講師を務

める。 

 現場プロ教育ではリーダークラスを対象にして毎月１回の割合で６カ月間にわたり、安

全管理、製造現場の知識、リーダーシップについての研修、同社の宇都宮事業所見学など

を行っている。研修は受けるだけで終わる場合があるが、同社の場合は研修で学んだこと

を、即、実行できるように現場に持ち帰り、実際に問題となっていることを取り上げ、現

場に即して考えさせるようにしている。若いリーダーが、年輩社員を指導しなければなら

ない現場もある。職場の安全を確保するには、製造現場での安全知識だけではなく、年長

平成 24 年度安全衛生厚労大臣表彰・優良賞

受賞 

安全体感教育
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の社員とのコミュニケーションの取り方が大切になってくる。帝人テクノカレッジは現場

での安全や生産に関しての問題解決の仕方の講習が行われる。これらの講習を受講する日

数は多い人で年間延べ約30日に及ぶ。 

 機械設備が新しくなる場合は、設計段階でアセスメントが行われ、さらに設置した段階

でも関係する部署の担当者によって、さまざまな改善提案が出される。それがクリアされ

てから製造に渡される。さらに２〜３カ月実際に作業を行って、もう一度、リスクアセス

メントを行う。また、竹などを使い、機械に巻き込まれた場合にどうなるのかを安全擬似

体験させたり、救急救命法＆ＡＥＤの講習も実施している。 

 
 

現場自らが考えて安全活動を実施する 
 

 帝人デュポンフィルムの無災害日数は2194日（２月11日現在）、延べ時間540万時間以上

となっている。起算日は2007年２月13日である。つまり、起算日の前日に休業災害があっ

たということだ。けがをした人は後遺症もなく、数週間で職場へ完全復旧している。ケガ

そのものは深刻といえるようなものではなかったが、同社にとっては休業災害があったと

いうこと自体が衝撃であった。 

 そこで、安全教育のさらなる徹底を図ることになった。基本は職場でのディスカッショ

ンをそれまで以上に徹底させ、現場自らが考える活動を繰り広げることである。その１つ

が架空災害を想定し、こうしたら災害につながるのではないかというシナリオをつくり、

対策を考えるというものだ。チームごとに期間とテーマを決め、自分たちが使用している

設備の中から危険性があると思われる箇所を見つけ出し、そこからどんな災害が想定され

るのかを考え、原因と対策について考える。いわば、職場ごとの平均点を上げていくとい

う考え方である。 

 さらに、社員１人ひとりが毎日、作業開始前に災害を起こさないように、自分が何を行

うべきかを紙に書いて宣言する。仕事を終えたときに、宣言内容をきちんと実行できたか

を反省する。 

 現場でのこうした取り組みと同時に、作業標準のどこの手を抜いたときに、どういった

災害が起きるのかというシミュレーションも毎月行う。ルールを守らなかったときには、

どういった事故になるのかを個人ごとにシートに書かせ、採点をする。その中から優れた

内容を蓄積し、模範解答を挙げ、それが安全教育を行うためのテキストとなっていく。ま

た、点数を見ることで個人への評価ができる。評価のよくなかった人に対しては集中的な

安全教育の出来るカリキュラムを組み、年に１回実施する。こうして各職場の平均点だけ

ではなく、個人の点数も上げている。 
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岐阜事業所保有資格・特別教育受講者一覧 

 

安全衛生関連 教育項目 

第 11 期現場プロ養成研修会 

スケジュールとカリキュラム 


